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働きやすい職場認証制度とは
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働きやすい職場認証制度とは

⚫「働きやすい職場認証制度」は、自動車運送事業者（トラック・バス・タクシー事

業）の運転者の労働条件や労働環境を第三者機関が評価・認証する制度です。

⚫国の「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画（平成30年5月30

日決定）」を受けて、自動車運送事業の運転者不足に対応するための総合的取組み

の一環として創設されました。

認証は一つ星から三つ星まで3段階

（申請案内書P.1）
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各認証段階の基本的な考え方

一つ星 二つ星 三つ星

全事業者に取得していただきたい認
証段階

「一つ星」を取得した事業者に目指
していただきたい認証段階

「二つ星」を取得し、更に高みを目
指す事業者に取得していただきたい
認証段階

取得事業者

法令を順守し、労働条件や労働環境
改善に向けた取り組みを一定程度実
施していると認められた事業者。

法令順守のみならず、法令を上回る
労働条件や労働環境改善に向けた取
り組みを相当程度実施していると認
められた事業者。

法令順守のみならず、法令を上回る
労働条件や労働環境改善に向けた取
り組みを十分に実施していると認め
られた事業者。

評価対象分野

以下の5分野を評価対象とする。
A:法令順守等
B:労働時間・休日
C:心身の健康
D:安心・安定
E:多様な人材の確保・育成

左記の5分野に、
「F:自主性・先進性等」を加えた
６分野を評価対象とする。

左記６分野について従来の参考項目
を加えて項目数を増加します。
加えて、働きやすい職場実現のため
の方針、課題、目標、改善に向けた
行動計画、体制整備などを記述いた
だき、改善に向けたPDCAが適切に
回っていることを評価。

合格基準点

必須項目を全て満たすことに加え、
選択必須項目の達成割合は
概ね３割程度。

必須項目を全て満たすことに加え、
選択必須項目の達成割合は
概ね６割程度。

必須項目を全て満たすことに加え、
選択必須項目の達成割合は
概ね７割程度。

巡回チェック

/対面審査

認証後に、認証事業者から抽出して
実施（巡回チェック）。

左記と同様、「一つ星」よりも高い
抽出率で実施（巡回チェック）。

認証前に、申請した全事業者に実施
（対面審査）。

（申請案内書P.1～2）
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2023年度スケジュール



• 新規一つ星、一つ星継続、新規二つ星
申請受付期間
2023年7月18日(火)～2023年9月15日(金)

• 審査結果通知
2023年12月下旬以降

• 認証事業者公表
2024年2月以降に順次

• 登録証書の有効期間
登録証書発行日～2026年3月31日

2023年度スケジュール
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申請から認証取得までの流れ

認証申請

申請受付／審査料請求

審査料振り込み

書面審査（追加書類の提出要求）

追加書類の提出

審査結果通知／登録料の請求

登録料振り込み

登録証書発行・認証事業者公表

請求後２週間

（申請案内書P.3）

請求後２週間
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対象事業者
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対象事業者

業種 運送業許可 対象

トラック

貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業 〇

一般貨物自動車運送事業（特別積合せ） 〇

特定貨物自動車運送事業 〇

貨物軽自動車運送事業 ×

貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業 ×
第二種貨物利用運送事業（貨物自動車を保有している実運送事業者に限る） 〇

バス 旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業 〇

一般貸切旅客自動車運送事業 〇

特定旅客自動車運送事業 〇

タクシー 旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業（法人） 〇

一般乗用旅客自動車運送事業（福祉限定） ×
一般乗用旅客自動車運送事業（個人） ×

（申請案内書P.3～4）
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対象営業所・認証単位
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対象営業所・認証証単位
（申請案内書P.4～5）

本社及び運送事業許認可の対象となっている全ての営業所。

運転者在籍の有無に関わらず､本社は申請対象。但し､登記上のみで実体のない本社は対象外。

また、運送事業許認可対象外の営業所等は申請対象外。

対象営業所

認証単位

事業者（法人）又は都道府県単位。

原則、事業者（法人）単位。但し、複数の都道府県に事業所を有する事業者は､申請負担軽減のため、
事業者の選択により、都道府県単位※（一つ又は複数の都道府県を選択）でも申請可能。

一つの事業者で複数事業を申請する際は、事業毎に申請。

※例 「全営業所のうち、○○県内の全ての事業所」または「全営業所のうち、東京都と埼玉県内の
全ての営業所」
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申請の基本要件
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申請の基本要件

認証を申し込む前提として、申請者は以下の要件を満たしていることが必要です。

1
運送事業の事業許可日を起点とし、事業許可取得後 3 年以上経過していること。
ただし、事業許可取得後 3 年以上経過していない事業者であっても、企業グループの再編等により事業許可取得後 3 年以上経過している事業者の就業規則等
を承継して運送事業を行っている場合等特別な事由がある場合は、この限りではない。

2 労働基準関係法令違反に係る厚生労働省及び都道府県労働局の公表事案として同省等のホームページに掲載されていないこと。

3 労働基準関係法令の違反で送検されていないこと。または、送検されたが不起訴処分又は無罪となっていること。

4
使用者によって不当労働行為が行われたとして都道府県労働委員会又は中央労働委員会から救済命令等を受けていないこと。または、中央労働委員会に

よる再審査又は取消訴訟により、救済命令等の取消しが確定していること。

5 道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分の違反点数が 20 点を超えていないこと。

6
認証申請の対象営業所について、月の拘束時間（トラック・タクシー）、4 週間を平均した 1 週間当たりの拘束時間（バス）又は休日労働の限度違反に対す

る行政処分による累積違反点数が 5 点を超えていないこと。

7 認証申請の対象営業所について、健康診断受診義務違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。

8 認証申請の対象営業所について、社会保険等加入義務違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。

9 認証申請の対象営業所について、最低賃金法違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。

（申請案内書P.7）



12

認証項目・認証基準
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認証項目
（申請案内書P.8）

対策分野 「一つ星」認証項目 「二つ星」認証項目

A 法令遵守等 9項目 （同左）

B 労働時間・休日 3項目 （同左）

C 心身の健康 4項目 （同左）

D 安心・安定
トラック 8項目
バス 8項目
タクシー 10項目

（同左）

E 多様な人材の確保・育成 1項目 （同左）

F 自主性・先進性等 なし 1項目



認証基準
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（申請案内書P.11）

対策分野
通し
番号

配点
一つ星
基準点数

二つ星
基準点数

A：法令遵守等 1～9 適合必須

B：労働時間・休日 11 26点 6点以上 14点以上

C：心身の健康 16 12点 6点以上 8点以上

D：安心・安定 19 12点 4点以上 8点以上

E：多様な人材の確保・育成 27 16点 6点以上 10点以上

F：自主性・先進性等 28
トラック：10点
貸切バス：8点
乗合バス：6点
タクシー：6点

－
トラック：6点以上

貸切バス：5点
乗合バス：4点以上

タクシー：4点以上
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登録証書発行・認証事業者公表
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登録証書発行・認証事業者公表
（申請案内書P.13）
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費用
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費用ー審査料と登録料

（税抜き価格）

一つ星新規 一つ星継続申請 二つ星申請

紙申請
一部電子申請

②
電子申請①

紙申請
一部電子申請

②
電子申請①

紙申請
一部電子申請

②
電子申請①

審査料
50,000円 30,000円 50,000円 15,000円 50,000円 30,000円

複数営業所を申請する場合＋3,000円 × 営業所数（本社除く）

登録料
60,000円(有効期限に重複期間が１年以上生じる場合、30,000円を差し引く。)

複数営業所を申請する場合＋５,000円 × 営業所数（本社除く）

（申請案内書P.14）
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提出書類の注意事項



提出書類の注意事項
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（申請案内書P.8～10）

本会審査員が申請者の提出書類をもって審査を実施します。

1 審査申込書

2 本社・営業所一覧

3 自認書

4

以下の書類の写し（認証項目で規定されている「提出書類６種類」）

a. 就業規則（10人未満の事業所は労働基準監督署の受付印不要）

b. 36協定

c. 労働条件通知書

d. 安全衛生委員会等関連書類

e. 労働安全衛生規則第52条関係で規定する定期健康診断結果報告書（様式第６号）(50人以上の事業所のみ対象）

f. 事業改善報告書等（行政処分の違反点数を受けている事業者のみ対象）

その他書類は、「保管書類」として事業者が登録証書の有効期間内において保管。

登録証書発行後に、対面による巡回チェックにおいて確認。（巡回チェックの対象事業者は、無作為抽出等に
よって決定。）



提出書類の注意事項－早見表
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労働者数 就業規則 36協定
労働条件
通知書

安全衛生委員会等 健診結果
報告書

様式第6号

改善
報告書

構成員一覧 議事録

10人未満 ○ ○ ○ × ○ × ○

10人以上

50人未満
○ ○ ○ × ○ × ○

50人未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（申請案内書P.8）
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提出書類の注意事項－就業規則

① 運転者を対象とした就業規則の写し

② 申請する全ての営業所毎に提出

③ 表紙に労働基準監督署の受付印があること

④ 変更届のみの提出不可

⑤ 年5日の有給休暇取得義務化が反映されていること

⑥ 賃金規定や退職金規程などの付属規程､運転者以外の規定は提出不要

受付印

就 業 規 則
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提出書類の注意事項－ 36協定

①運転者が適用される36協定であること

②申請する全ての営業所ごとに提出

➂様式第9号関連および協定書を提出

④申請日または基準日に有効な協定

であること

⑤労働基準監督署の受付印があること

受付印



① 運転者を対象とした労働条件通知書

② 申請する全ての営業所毎に提出

③ 事業所名および労働者名の記載

④ 以下の明示項目の記載が必要
契約期間、就業場所、仕事内容、 始終業時間、休日、

休暇、残業有無、賃金（〆日、支払日含）、退職に関する事項

➄新規採用が無い場合はひな形を提出
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提出書類の注意事項－労働条件通知書

明
示
必
須
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提出書類の注意事項－安全衛生委員会等関連書類

【50人以上の営業所】法定の委員会を月1回以上
【50人未満の営業所】従業員の意見を聴く機会を月1回程度推奨

① 申請する全ての営業所毎に提出

② 乗務員教育、研修や指導記録は該当しない

➂ 開催頻度

④ 提出書類

１）直近１回分の議事録
開催日時、出席者名、合同開催の場合は所属営業所を記載

２）構成員一覧 ※50人以上の営業所のみ
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提出書類の注意事項－健診結果報告書様式第６号

① 申請する全ての営業所毎に提出

② 様式第６号の写しであること

➂ 直近１回分の結果報告書であること

④ 労働基準監督署の印があること

⑤ 個人の健康診断結果提出不可

受付印
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提出書類の注意事項－事業改善報告書等

① 過去１年間の行政処分全てが対象

② 事業改善報告書や改善計画書等を提出

➂ 停止車両日数や違反点数の内訳が確認

できる書類を提出

④ 労働基準文書警告の場合は提出不要

日車数内訳
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代表的な申請パターン



代表的な申請パターン例 ①
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（申請案内書P.5）

都道府県
取得している
認証段階

申請する認証段階

一つ星 一つ星新規 一つ星継続 二つ星新規

東京 ○ － －
申請１

埼玉 ○ － －

千葉 未取得
（「一つ星」継続
として申請） 申請２

★継続の扱い

－

神奈川 未取得
（「一つ星」継続
として申請） －

• 東京都内、埼玉県内すべての営業所 ：新規二つ星を申請
• 千葉県内、神奈川県内すべての営業所 ：新規一つ星を申請



代表的な申請パターン例 ②

30

都道府県
取得している
認証段階

申請する認証段階

一つ星 一つ星新規 一つ星継続 二つ星新規

東京 ○ － － 申請１

埼玉 ○ － 申請２ －

千葉 未取得
（「一つ星」継続
として申請） 申請２

★継続の扱い

－

神奈川 未取得
（「一つ星」継続
として申請） －

• 東京都内すべての営業所 ：新規二つ星を申請
• 埼玉県内すべての営業所 ：一つ星継続を申請
• 千葉県内、神奈川県内すべての営業所 ：新規一つ星を申請

（申請案内書P.6）



代表的な申請パターン例 ③
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都道府県
取得している
認証段階

申請する認証段階

一つ星 一つ星新規 一つ星継続 二つ星新規

東京 ○ －
申請１

－

埼玉 ○ － －

千葉 未取得
申請１

★継続の扱い

－

神奈川 未取得 －

• 東京都内、埼玉県内すべての営業所 ：一つ星継続を申請
• 千葉県内、神奈川県内すべての営業所 ：新規一つ星を申請

（申請案内書P.6）



代表的な申請パターン例 ④
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都道府県
取得している
認証段階

申請する認証段階

一つ星 一つ星新規 一つ星継続 二つ星新規

東京 ○ － －
申請１

埼玉 ○ － －

千葉 ○
申請２

－

神奈川 ○ －

• 東京都内、埼玉県内すべての営業所 ：新規二つ星を申請
• 千葉県内、神奈川県内すべての営業所 ：一つ星継続を申請

（申請案内書P.6）
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注意事項－ログインページ



注意事項－ログインページ
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注意事項－申し込みページ
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注意事項－認証単位選択ページ
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